
シル バー人材 セ ンターを利 用 され る発注者 の皆 さ まへ

令和 5年 5月 12日 に、いわゆる「フリーランス法」 (「特定受託事業者 に係 る取引
の適正化等に関する法律」)が公布されました。この法律の趣旨※を踏まえ、また
フリーランス法の施行 (令和 6年秋を予定)を見据え、シルバー人材センターの会
員に業務委託する契約について、契約方法の見直 しを行います。

シルバー人材センターを通 じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法で

は、発注者 と会員との間に直接関係が生 じる構造となっていません。

このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安

全 に就業できる環境 を整備する必要があり、厚生労働省か らも、シルバー人材セ

ンターの契約方法について見直 しを行うよう方針が示されています。

シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれま しては、契約方法

の変更についてご理解をお願いいた します。

■見直 しのイメージ
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※フリーランス法とは ?

個人が事業者 (特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当)と
して受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者

に業務委託をする事業者 (特定業務委託事業者。いわゆる発注者 )に 対 して、給付の内容
(い わゆる報酬)そ の他の事項の明示が義務付けられています。

全国シルバー人材センター事業協会
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現行で は、発注者 はシルバー人材 セ ンターに対 し、業務―式 を業務委託契約 して

|,ヽ ましたが、今後は以下の① と②の内訳で発注することにな ります。

0シ ルバー人材セ ンターに対す るマ ッチ ングや調整等の業務委託
(シ ルバー人材セ ンター利用契約 )

②会員業務委託契約 (依 頼する仕事 )

なお、契約方法の見直 し後 においても、シル バー人材セ ンター はこれ まで と変わ

らないサー ビスを提供 しますので、発注者 の皆さ まは、 これ まで どお り、安心 し

てシルバー人材セ ンターをご利用 くださいますようお願 い します。

■発注依頼か ら業務終 了までの主な流れ

発注の準備 (セ ンターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様など

を調整 します。 )

:斯 i

センター利用契約

の締結

:識「 |

会員への就業条

件の明示と業務

委託契約の成立

‡新 ]

業務委託料の

請求

:新 :

適格請求書の

発行

なお、変更点は、センターを利用 して会員に業務委託することに係
る契約内容となり、センターは主に、仕事と就業する会員とのマッ

チングや総合調整を担うことになります。

フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業

務仕様 に基づき、就業条件を記載 した 「会員業務仕様書」を作成
し、マツチングの際に会員に案内します。

会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委

託契約が成立する仕組みとなります。

変更点は、センターヘの業務委託料と会員への業務委託料に分かれ

た内訳となります。センターがまとめて請求しますので、手続きは

変わりません。



シルバー人材セ ンターが発注者か らいただく料金 は、 「会員業務委託料 (会員が手 にす

る報 Ulll)」 「セ ンター業務委託料 (事 務費 )」 の 2つ で構成されています。 この うち、
「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、セ ンターを経由するものの、発

注者が会員に対 して支払 う形 とな ります。

そのため、セ ンターは、 「セ ンター業務委託料」の分 については消費税 に係 る適格請求

書 (イ ンボイス )を 交付 しますが、 「会員業務委託料」の分 については交付す ることが
できません。 この場合、本来であれば会員が 「会員業務委託料 に係 るインボイス」を交

付す る立場 にな りますが、会員 は基本的 に年間の課税売上高が 1,000万 円以下の 「消費

税免税事業者」であるためインポイスを発行することができません。

セ ンターが発行する請求書 には、次の とお り料金の内訳 を記載 していますのでご留意 く

ださい。

①

　

②

適格請求書分・

非適格請求書分

・センター業務委託料

・会員業務委託料

料 金 に 係 る 消 費 税 の 課 税 関 係

irl■
＼
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センター業務委託料分についてインポイス交付

｀
ゝ
｀
、

貪尋奮驚季覆賛裟曇進ぶ彙讐ξ『、
＼

※発注者が次のいずれかに該当する場合、契約方法を見直す場合であつてもこれまでの消費税納税の

取り扱いと変更はありません。

①個人や家庭など事業者ではない者 :消費税申告納税対象外 (納税義務対象外 )

②簡易課税制度を選択している事業者 :消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこ

れまでと同じ取り扱い

③官公庁などの一般会計による事業 :みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い
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=懇
軍雙託した菫議痣安定籍慮縫響す轟進

とができ暮糧壌蹴鑢備す馨た感、特菫受託覇攣書 :ご傑る歌弓|の量正f鐘職び特定費議難鱗櫨攀書磯朧難暉鋼

鐵 億鐵りヽもつて購鱚 懸覺醸 :こ寄与することな機的として、籍鍵鸞え写灘隷 ご:攣驀豊議奪

する

「

難響に参機ヽて、議竃受鶴攣築警総総霧織繭賽番の職鍛尚嚢曇攣示鷲撃畿付け費彎の機なを華ず曼1_

二:鑢轟極簸轟饉螂畿 +駿馨1醸定纏
(1)『特定擬謳覇禦警」とは、纂霧襲轟蒔機季節で簸る洟鍵警で懸つて穫畿量奪鑽鸞しなLヽもの徹もlう。

(2)属特定鸞畿纂購鍵鳳甕jと轟、特鷺受話欝藁甍であ暮は人晟ぴ特定愛説華筆薔であ機浅A申代表奮
をいう。

(3)「業癬姜託」と1議、事糞警がその事鱗霧撮織銀他藉警豊穣:こ物轟曲製艤、構報麗繋鞠癬作鐵寅鐘鑽
務の経躾社聾巫寧ること篭いう。

(4)「特定業務聾畿馨菫警』とi譲、特定雙縄警築審|こ業務雙籠なす各事業戦で轟つて、従曇鷺竃礎動す
轟も最社もヽう盪

壼『鍵簾菫j:こ機、蟻時鵞 t蟻爾難等繊…鐘蝿饉轟麟され轟種鐘書まなも1,

2晨 難定屹鰺爾饉瞳意
=援
機取雹1輻醸轟釉

:1]特定愛鍵事霙機に対し難駿萎艶毯機驚端合は、特定愛艶覇業警錢織彎轟的響、鰺楊め艤等奄畿爾又
煽籐饗磯難斃賛霧蓋:こより琴要飛しな飼颯t振申懸うな鞍ヽ宅藁ひと椰ヽみ。

X繊彙覺奄餐鷺懇竃いなもヽ騨驚書が簿驚受縄馨畿甍薔こ封じ糞鶴欝舞奄織機と彗:こついで鶴岡種とす轟,
《驚〕諦電受畿攀菫書蒔総彎奄受餞し|た鶴から6曇圏戦肉藝輔爾支払爾爾な設驚い、菫機静なけなiぎ彗ら

なもヽ甍うこ疑年する. 痢爾曜警壽慇鍾滅覇躍野:こ iま、景麟醸夢電から1彗拡し琥鮭賢貯季期醸から3警醸壌え鈎]
(3)特定螢託場 と

―

織令で富め番懸閣以上鍛鶴曇}饉捩し、書～磯の行為をし理iまなも
ないものと輸、書を癬働靖鶴』ごよ撥で輸宝受話予鑢書の藩J釜を挙整1番鶴わ可:まな啓なしヽも藤とすも麟

讐 鶴寧受講撃集警鍮爾路1こ舞すべき事磯総く彎籠社壼籠ず轟尋と
藝 特定雙轟撃轟書織爾め饉掃すべき事穣なく輔議を減額すること
難 特定賢轟撃鍾書の口|め饉辮すべき撃醸なく返轟を行うLと
翁 鸞漏萎酵鶴まこ鑢罐 椰く優れ鐘ヽ醗磯憑犠事襲転篤ぬること
参 正当な撃艤なく密憩申彊定する鞠轟な入・役鶉の利用毒強制する造と
畿 農己の鮭轟こ金畿、搬購彎饉鐘曇綾溝血総繭饉竃豊供さ甘ること
⑬ 特定嚢託事業種鞍麗路lc~霧寧ぺき事由なく繭響奄豊賣彗せ、買鐵や警隆彗せるこな
窓囃難饉量鷲難態雛事鶴翻鐘攀轟鶴鋤甕鑢

(1)慮欝 1こよ秒轟簗鸞報を提供するときまま、虚儀数籍 をして構ならず、画確か磯り こ標

たなければならないも磯とする藤

〔議)特定愛議事業者が輩撻介鐘響と両立して議購委動 《畿令で定め尋鐵闇以上學導○瑕以下 磯睦翁業
穣委説J】 :こ懇‐

~3菫
議,を行え薔よう、申轟:こ轟じて必要な鰯慮を振慧ければなもなもヽも曇とする。

(塞 )特定雙轟業欝難襲書紅対寧曇ム鬱スメント行為:こ係轟穣雛対應等必要鐘体制ほ饉等の簿置を驚じな
ければな与蹴しヽも準とする。

(4〕 鼈 鍮鼈 驀籠奄幸繹 除するに含簿にすま―漂灘として、中勒 翻等の議慇鑽鏑まで雌特定愛託

事襲書|こ鱚懇警告しなければ蹴藝慧懸ヽものとする尋

4委 饉鰹し鮭瞳奢等撥鸞轟

盆笙繁馨警轟金、讐暴企業庁婆富貫:ま駆豊鶉鐵大護|よ、特定業轟委議事業者等:こ麟し、鐘反行為まこつ

し囃動饉t指鑢、報麓機曜・立ム鐘彗、動告、曇表、輸 をすることがで曹るも辱とする.
豪議蒲饉反政び穣餐亀薔響紅難し、事嘩万円よ下鉾爾量信燿する,浪人繭艤規竃あ壌率

覇魯闇が持鬱綴畿鸞鰺警鰺雛鑢

賤鰺 螂ヽ 機に轟番鐵 1織議蓬傷農ぴ特定愛識業欝甕聾蓋曇鐵轟撃境のな繭1こ菫するよう|

鑢畿対応など停轟要な体制縮整鸞響籍撥鑽を核ず番ものとする.

憂覇1会布轟嚢が暮轟菫Gti難囁島犠鑢更薫し、鰈 l内 ldおも接で強発電定める日


